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１【提出理由】

当社は、2021年３月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

　2021年３月30日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件

利益準備金の全額を減少させるとともに、別途積立金の全額を取り崩し、当期の繰越利益剰余金の

欠損を塡補する。

第２号議案 定款一部変更の件

コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行す

る。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する

規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除を行う。

今後の事業展開の多様化に備えるため、第２条（目的）について、事業目的の一部変更及び追加を

行う。

その他、条数の変更、字句の修正、明確化のための文言の調整等所要の変更を行う。

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。)として、村越眞二、小泉純一、青山秀夫、大島和俊、

小林義和、石井銀二郎の６氏を選任する。

第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、宮本幸三、野村浩子、岡本雅弘、瀧村竜介の４氏を選任する。

第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額200百万円以内（うち社外取締役分は

年額20百万円以内、また使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず。）と決定する。

第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額は、年額36百万円以内と決定する。

第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定

　 の件

2020年２月14日付けで公表した「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」と同内容の制

度であり、監査等委員会設置会社への移行に伴い、あらためて本株主総会に付議した。そのため、

従来の制度から特段の変更はなく、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の

報酬額の範囲内にて、割当ての対象となる取締役に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支

給する金銭報酬債権の総額を、年額40百万円以内と決定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案

利益準備金の額の減少

ならびに剰余金の処分

の件

23,166 229 0 (注)１ 可決 99.02

第２号議案

定款一部変更の件
23,235 160 0 (注)２ 可決 99.31

第３号議案

取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。）

６名選任の件

村越 眞二

小泉 純一

青山 秀夫

大島 和俊

小林 義和

石井 銀二郎

23,196

23,202

23,206

23,210

23,203

23,206

199

193

189

185

192

189

0

0

0

0

0

0

(注)３ 可決

可決

可決

可決

可決

可決

99.14

99.17

99.19

99.20

99.17

99.19

第４号議案

監査等委員である取締

役４名選任の件

宮本 幸三

野村 浩子

岡本 雅弘

瀧村 竜介

23,207

23,212

23,205

23,213

188

183

190

182

0

0

0

0

(注)３ 可決

可決

可決

可決

99.19

99.21

99.18

99.22

第５号議案

取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。）

の報酬額決定の件

23,204 191 0 （注）1 可決 99.18

第６号議案

監査等委員である取締

役の報酬額決定の件

23,201 194 0 （注）1 可決 99.17

第７号議案

取締役（監査等委員で

ある取締役及び社外取

締役を除く。）に対す

る譲渡制限付株式報酬

制度の改定の件

23,130 265 0 （注）1 可決 98.86

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。

　


